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一　般　質　問

交通安全の意識向上は

将来の中学校適正配置を検討すべきでは

～ 交通安全意識の高揚への取り組みを進める ～

～ 小・中一貫教育の推進で課題を克服していく ～

質

質

　

交
通
安
全
協
会
豊
後
大

野
支
部
、
各
分
会
、
女
性

ド
ラ
イ
バ
ー
協
議
会
等
の

活
発
な
組
織
活
動
を
行
い
、

朝
夕
と
交
差
点
や
子
ど
も

た
ち
の
通
学
路
、
交
通
量

の
多
い
沿
線
等
で
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
を
し
て
い
た

だ
き
感
謝
と
敬
意
を
表
し

ま
す
。

　

市
内
で
の
交
通
事
故
を

な
く
し
、
さ
ら
な
る
啓
発

活
動
を
推
進
す
る
た
め
に

何
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る

か
。

　

中
学
校
の
体
育
祭
が
人

数
的
に
年
々
寂
し
く
な
っ

て
お
り
、
少
子
化
で
仕
方

が
な
い
、
こ
れ
で
良
い
の

で
し
ょ
う
か
。
部
活
動
も

人
数
不
足
で
単
一
校
で
は

チ
ー
ム
が
で
き
な
い
現
状

で
あ
る
。

　

学
校
区
の
見
直
し
、
手

続
き
の
簡
素
化
、
市
内
全

域
一
学
校
区
の
検
討
を
早

急
に
す
べ
き
と
感
じ
る
が
。

　

本
市
に
お
け
る
交
通
事

故
情
勢
は
、
年
々
減
少
傾

向
に
あ
り
、
発
生
件
数
、

人
口
比
率
に
お
け
る
発
生

割
合
と
も
県
下
で
下
位
に

あ
り
ま
す
が
、
重
大
事
故

は
毎
年
発
生
し
て
い
る
の

が
現
状
で
す
。

　

本
市
で
は
、
交
通
安
全

対
策
協
議
会
を
設
置
し
て

い
て
、今
後
も
関
係
機
関
・

団
体
と
の
連
携
を
さ
ら
に

密
に
し
て
引
き
続
き
交
通

事
故
抑
止
に
向
け
、
取
り

組
ん
で
い
き
ま
す
。

答
市
長

　

三
重
中
学
校
以
外
、
体

育
祭
な
ど
の
行
事
や
運
動

部
活
動
は
少
人
数
の
弊
害

が
見
ら
れ
る
の
も
事
実
で

す
。
運
動
部
活
動
は
今
の

と
こ
ろ
、
合
同
部
活
動
に

か
わ
る
有
効
な
打
開
策
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　

現
在
の
通
学
区
域
の
見

直
し
等
に
つ
い
て
は
、
慎

重
に
判
断
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
と
考
え
ま
す
。

答
教
育
長

衞
え

 藤
と う

 竜
た つ

 哉
や

市民クラブ

交通安全街頭指導の様子

清川中学校（左）と小学校（右）
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～ 12 名の議員が市政を問う～

メガソーラーに対する規制を
　　　　　　　　考えるべきでは

～ 規制の必要性を検証する ～

質

質

質

　

市
職
員
は
政
治
的
行
為

が
禁
止
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
根
拠
は
。

　

勤
務
時
間
外
は
ど
の
よ

う
に
考
え
て
い
る
か
。

　

住
宅
地
の
近
く
に
メ
ガ

ソ
ー
ラ
ー
が
つ
く
ら
れ
、

宅
地
に
雨
水
の
排
水
が
流

れ
込
ん
だ
り
、
調
和
の
と

れ
た
ま
ち
づ
く
り
が
阻
害

さ
れ
る
等
の
問
題
が
生
じ

て
い
る
。
何
ら
か
の
規
制

を
加
え
る
べ
き
で
は
な
い

か
。

　

地
方
公
務
員
法
第
36
条

で
は
政
治
的
行
為
を
制
限

し
て
お
り
、
職
員
の
政
治

的
中
立
性
を
確
保
す
る
こ

と
に
よ
り
、
地
方
公
共
団

体
の
業
務
の
公
正
な
運
営

を
保
障
す
る
等
規
定
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

今
後
も
職
員
の
政
治
的

中
立
性
に
対
す
る
疑
惑
を

招
か
な
い
よ
う
、
ま
た
、

　

勤
務
時
間
内
外
を
問
わ

な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
お
り
、
時
間
外
に
お
い

て
の
政
治
的
な
行
為
を
行

う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と

解
釈
し
て
い
ま
す
。

答
市
長

答
総
務
課
長

　

設
置
者
で
あ
る
事
業
者

や
土
地
所
有
者
な
ど
が
排

水
対
策
や
ト
ラ
ブ
ル
の
解

決
を
行
う
こ
と
が
原
則
で

あ
る
と
考
え
ま
す
。

　

現
行
法
上
は
十
分
な
効

果
を
上
げ
う
る
規
制
は
な

答
環
境
衛
生
課
長

川
か わ

 野
の

 優
ゆ う

 治
じ

緑 政 会

※メガソーラー＝出力１メガワット（千キロワット）以上の大規模な太陽光発電。

市
職
員
の
政
治
的
行
為
に
つ
い
て

〜 

適
切
に
指
導
を
行
っ
て
い
く 

〜

市
民
の
信
頼
を
損
な
う
こ

と
の
な
い
よ
う
、
時じ

宜ぎ

を

捉
え
て
指
導
を
行
い
ま

す
。

※

い
が
、
今
後
は
他
の
自
治

体
等
と
連
携
を
図
り
な
が

ら
、
本
市
の
地
域
条
件
に

ふ
さ
わ
し
い
規
制
の
必
要

性
に
つ
い
て
、十
分
調
査
、

検
証
し
て
い
き
た
い
と
考

え
ま
す
。

太陽光第３発電所（旧上緒方小学校跡）




